
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と

の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
一
方
の
締
約
国
の
部
隊
が
他
方
の
締
約
国
を
訪
問
し
て
協
力
活
動
を
行
う
際
の
手
続
及
び
同
部
隊
の
地
位
等

を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
三
年
（
令
和
五
年
）
一
月
十
一
日
に
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

協
定
は
、
前
文
、
本
文
二
十
九
箇
条
、
末
文
及
び
附
属
書
か
ら
成
っ
て
い
る
ほ
か
、
こ
の
協
定
に
関
連
し
、
合
意
さ
れ
た
議
事

録
及
び
討
議
の
記
録
の
作
成
等
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
接
受
国
に
お
い
て
、
接
受
国
の
法
令
を
尊
重
し
、
こ
の
協
定
の
精
神
に
反
す
る
活
動
を
慎
む
こ
と
は
、
訪
問
部
隊
、
そ
の

構
成
員
及
び
文
民
構
成
員
の
義
務
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
、
派
遣
国
の
義
務
で
あ
る
。

二
、
訪
問
部
隊
の
構
成
員
及
び
文
民
構
成
員
は
、
入
国
及
び
出
国
に
関
連
し
て
接
受
国
が
定
め
る
手
続
に
従
う
こ
と
等
を
条
件

と
し
て
、
接
受
国
へ
の
入
国
及
び
接
受
国
か
ら
の
出
国
に
際
し
、
査
証
を
申
請
す
る
要
件
を
免
除
さ
れ
る
。

三
、
訪
問
部
隊
は
、
接
受
国
の
法
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
専
ら
訪
問
部
隊
又
は
文
民
構
成
員
の
公
用
の
た
め
の



二

も
の
で
あ
る
全
て
の
資
材
、
需
品
及
び
備
品
を
税
の
免
除
を
受
け
て
接
受
国
に
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
接
受
国
は
、
派
遣
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
訪
問
部
隊
の
構
成
員
及
び
文
民
構
成
員
に
発
給
し
た
運
転
許
可
証
等
を
公
用

車
両
の
運
転
の
た
め
に
有
効
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
。

五
、
訪
問
部
隊
の
構
成
員
は
、
派
遣
国
が
発
す
る
命
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
接
受
国
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
協
力

活
動
の
実
施
の
た
め
に
武
器
及
び
弾
薬
を
所
持
し
、
及
び
携
帯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
が
競
合
す
る
場
合
に
は
、
派
遣
国
の
当
局
は
専
ら
派
遣
国
の
財
産
若
し
く
は
安
全
の
み
に
対
す

る
罪
等
又
は
公
務
執
行
中
の
作
為
若
し
く
は
不
作
為
か
ら
生
ず
る
罪
に
つ
い
て
、
接
受
国
の
当
局
は
そ
の
他
の
罪
に
つ
い

て
、
訪
問
部
隊
の
構
成
員
及
び
文
民
構
成
員
に
対
し
て
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
。

七
、
公
務
執
行
中
の
訪
問
部
隊
の
構
成
員
又
は
文
民
構
成
員
の
作
為
又
は
不
作
為
等
で
あ
っ
て
、
接
受
国
に
お
い
て
第
三
者
の

財
産
に
損
害
を
与
え
、
又
は
第
三
者
を
負
傷
若
し
く
は
死
亡
さ
せ
た
も
の
か
ら
生
ず
る
請
求
権
は
、
接
受
国
が
処
理
す
る
。

八
、
両
締
約
国
間
の
協
議
機
関
と
し
て
、
合
同
委
員
会
を
設
置
す
る
。

九
、
こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
が
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通
告
す

る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


